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株主優待制度の変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 25 年８月 13 日開催の取締役会において、株主優待制度の変更に関し下記のとおり決議

いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 
（１）変更の理由 

   当社は、平成 19 年８月期末に株主優待制度を新設し、平成 20 年８月期末からは、株主様の利便性

向上のため、株主ご優待券を店舗で金券としてご利用いただくほか、郵送による当社自社商品との引

換もご選択いただけるよう制度の拡充を行いました。 

   また、平成 25 年１月には、当社株式の売買単位の変更（1,000 株から 100 株）に伴い、株主優待対

象の株主様の保有株式数範囲の 1,000 株以上から 100 株以上への変更にあわせて、店舗での優待券の

利用可能日を、土日祝日を除く平日に限定させていただくこととし、お知らせしております。 

  

この度、株主様の利便性の一層の向上を図るべく、当社が指定するオンラインショップでご利用い

ただいた際の商品代金のお支払いにも優待券をご利用いただけるよう制度を変更するものでありま

す。なお、当該変更に伴い、郵送による自社商品と優待券との引き換えについてはお取扱いを終了さ

せていただきます。 

 

（２）変更内容 

 変更前 変更後 

優待対象 

株主様 

毎年８月末日現在、当社株式を 100 株（１

単元）以上保有されている株主様 
【変更なし】 

優待内容 5,000 円分の「株主お買い物ご優待券」を

一冊（1,000 円券５枚綴り）贈呈 
【変更なし】 

優待券 

利用方法 

①当社グループ国内直営店舗でのお会計時

のご利用（土日祝日を除く平日のみ利用

可能） 

②5,000 円相当の当社メガネ関連商品、服

飾雑貨とのお引き換え 

（上記①・②のいずれかからご選択） 

①当社グループ国内直営店舗でのお会計時

のご利用（土日祝日を除く平日のみ利用

可能）【変更なし】 

②当社が指定するオンラインショップ（注）

での商品代金お支払いへのご利用（一度

ご決済いただいた後のキャッシュバック

となります。） 

  （注）当社指定オンラインショップ 

・JINS オンラインショップ（アイウエア） URL：http://www.jins-jp.com 

       ・HITCH HIKE ＆ HITCH HIKE MARKET オンラインショップ（レディス服飾雑貨）URL: https://www.hitch-hike.jp/ 



 

（３）オンラインショップでの株主優待券利用フロー 

 

１ 当社が指定するオンラインショップ（注）で商品をご購入 

      （注）下記オンラインショップでの購入のみが対象です（JINS 楽天市場店、JINS AMAZON 店

でのご購入の場合、優待券のご利用はできません）。 

・JINS オンラインショップ（アイウエア） 

URL： http://www.jins-jp.com 

               ・HITCH HIKE & HITCH HIKE MARKET オンラインショップ（レディス服飾雑貨） 

URL:  https://www.hitch-hike.jp/ 
 

２ 
当社 IR サイト（http://www.jin-co.com/ir/）で「キャッシュバック申込書」（注）を印刷

し、必要事項（お振込先口座情報等）をご記入 

      （注）本日時点では IR サイトへの掲示はしておりません。株主優待券の発送（平成 25 年 11

月末頃予定）までに掲示させていただきます。 

 

 

３ 

下記①～③を、優待券に同封されている専用封筒（切手不要）で当社株主優待担当へ 

ご郵送（注） 

①２で記入した「キャッシュバック申込書」 

②ご購入商品の納品書（コピー可） 

③キャッシュバックに必要な枚数の優待券（１～５枚） 

      （注）２回目以降の申込みの場合は封筒をご用意いただき、郵送料をご負担ください。 

 

 

４ ３が当社株主優待担当へ到着後、ご指定の口座へお振込み 

      （注）必要書類到着後、お振込みまで最大２週間程度お時間をいただく見込みです。 

         書類に不備・不足があった場合、さらに時間を要する場合があります。 

 

（４）変更時期 

   平成 25年８月 31日現在の株主名簿に記載または記録された株主様から上記内容を適用いたしま 

す。 

 

以上 


